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担
当
者
を
悩
ま
す
２
大
要
素
を
効
率
的
に
解
消

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
と

改
正
電
帳
法
への
同
時
対
応

序章
【
こ
の
章
の
エ
ッ
セ
ン
ス
】

●
多
く
の
企
業
で
、２
０
２
３
年
10
月

か
ら
開
始
の
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
は
、

２
０
２
２
年
１
月
か
ら
の
電
子
帳
簿
保

存
法
の
改
正（
電
子
取
引
に
お
け
る
紙

保
存
の
廃
止
）へ
の
対
応
の
ネ
ク
ス
ト・

ア
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
。

●	

一
方
で
、昨
年
末
公
表
さ
れ
た
２
０

　
２
２
年
度
税
制
改
正
大
綱
に
よ
り
、電

子
帳
簿
保
存
法
の
電
子
取
引
に
係
る
対

応
は
２
年
間
の「
猶
予
」が
認
め
ら
れ
る

こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

●	

こ
の
た
め
、電
子
帳
簿
保
存
法
の
改
正

対
応
と
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
対
応
と
同
時

に
検
討
す
る
こ
と
が
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
的

に
可
能
と
な
り
、両
制
度
を
効
率
よ
く

対
応
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。

背　
景

２
０
１
９
年
10
月
１
日
よ
り
消
費
税
の

軽
減
税
率
の
適
用
が
開
始
さ
れ
、
消
費
税

税
率
は
従
来
の
８
％
か
ら
10
％
へ
増
加
し

た
。
一
方
で
、
食
品
等
や
一
部
の
新
聞
等

に
つ
い
て
は
軽
減
税
率
で
あ
る
８
％
が

適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
こ
と
は
記

憶
に
新
し
い
。
他
方
、
そ
の
４
年
後
の

２
０
２
３
年
10
月
１
日
よ
り
開
始
予
定
で

あ
る
適
格
請
求
書
等
保
存
方
式（
イ
ン
ボ

イ
ス
制
度
）に
つ
い
て
は
、
ま
だ
、
ど
こ

か
遠
い
先
の
話
と
し
て
感
じ
ら
れ
て
い
た

方
は
多
い
と
思
う
。

一
方
で
、
２
０
２
１
年
度
税
制
改
正
に

お
け
る
電
子
帳
簿
保
存
法
の
改
正
に
よ

り
、
特
に
電
子
取
引
に
お
い
て
、
電
磁

的
記
録
の
出
力
書
面
等
の
保
存
を
も
っ
て

そ
の
電
磁
的
記
録
の
保
存
に
代
え
る
こ

と
が
で
き
る
措
置
が
廃
止
さ
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
こ
と
は
、
多
く
の
企
業
で
衝
撃

と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
た
。
こ
の
た
め
、

２
０
２
２
年
１
月
１
日
ま
で
に
対
応
が
必

要
で
あ
っ
た
、
こ
の
改
正
電
子
帳
簿
保
存

法
へ
の
対
応
を
優
先
し
、
イ
ン
ボ
イ
ス
制

度
へ
の
対
応
は
、
そ
の
後
の
ア
ク
シ
ョ
ン
と

し
て
考
え
ら
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
よ
う
に

感
じ
る
。

今
後
考
え
ら
れ
る
対
応

と
こ
ろ
が
、
ま
だ
遠
い
先
の
話
に
感
じ

て
い
た
、イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
に
つ
い
て
も
、

制
度
適
用
開
始
の
２
０
２
３
年
10
月
１
日

ま
で
残
り
２
年
を
切
り
、
そ
し
て
、
昨
年

２
０
２
１
年
10
月
１
日
よ
り
適
格
請
求
書

発
行
事
業
者
の
登
録
申
請
受
付
が
開
始
さ

れ
た
こ
と
に
よ
り
、
い
よ
い
よ
重
い
腰
を

上
げ
、
検
討
・
対
応
を
開
始
す
る
企
業
も
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特別 企 画

増
え
て
き
た（
そ
し
て
、
そ
の
多
く
の
企

業
で
、
そ
の
対
応
が
一
筋
縄
で
な
い
こ

と
を
感
じ
て
い
る
だ
ろ
う
と
思
う
）。
ま

た
、
昨
年
末
に
２
０
２
２
年
度
税
制
改
正

大
綱
が
公
表
さ
れ
る
と
、
前
述
の
電
子
取

引
に
お
け
る
電
子
デ
ー
タ
の
紙
保
存
廃
止

の
措
置
の
開
始
が
２
年
間
延
長（
正
確
に

は
、
２
年
間
の
宥ゆ
う
じ
ょ恕

規
定
の
導
入
）と
な

る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。つ
ま
り
は
、

改
正
電
子
帳
簿
保
存
法
へ
の
対
応
に
つ
い

て
、
２
年
間
の「
猶
予
」が
得
ら
れ
た
こ
と

に
な
っ
た
。
こ
の
た
め
、
税
務
担
当
者
の

頭
を
昨
今
悩
ま
し
て
い
る
二
大
要
素
で
あ

る
、「
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
」と「
電
子
帳
簿
保

存
法
」へ
の
対
応
に
つ
い
て
、
あ
ら
た
め

て
、
そ
の
対
応
の
方
針
・
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

に
つ
い
て
見
直
す
企
業
も
多
く
現
れ
て
く

る
と
考
え
ら
れ
る
。

本
稿
に
お
い
て
は
、
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度

の
概
要
と
、
そ
の
対
応
に
つ
い
て
触
れ
る

と
と
も
に
、
改
正
電
子
帳
簿
保
存
法
に
も

触
れ
る
こ
と
と
す
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
イ

ン
ボ
イ
ス
制
度
と
あ
わ
せ
て
電
子
帳
簿
保

存
法
の
対
応
を
検
討
し
て
い
る
企
業
の
一

助
と
な
れ
ば
と
考
え
る（
図
表
１
）。

な
お
、
本
稿
に
お
け
る
所
見
等
に
つ
い

て
は
、
筆
者
ら
個
人
の
も
の
で
あ
り
、
筆

者
ら
の
所
属
す
る
法
人
の
公
式
的
な
所
見

等
と
な
る
も
の
で
は
な
い
。

（図表１）　インボイス制度適用関連スケジュール

❶消費税インボイス制度適用日： 2023年10月1日
❷上記制度適用日から適格請求書等を交付するための登録申請期間： 2021年10月1日～ 2023年3月31日（原則）
❸改正電子帳簿保存法の電子取引における宥恕規定適用期間： 2022年1月1日～ 2023年12月31日（予定）
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請
求
書
の
発
行
側
と
受
領
側
に
分
け
て
整
理

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
対
応
の
た
め

の
基
本
事
項

第１章
【
こ
の
章
の
エ
ッ
セ
ン
ス
】

●
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
は
複
数
税
率
に
対
応

す
る
た
め
に
、適
格
請
求
書（
イ
ン
ボ
イ

ス
）を
通
じ
て
、消
費
税
額
を
正
し
く
売

上
側・仕
入
側
で
や
り
取
り
す
る
、仕
入

税
額
控
除
の
方
式
で
あ
る
。

●
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
で
は
、適
格
請
求
書

発
行
事
業
者
は一定
の
様
式
を
満
た
し

た
適
格
請
求
書（
イ
ン
ボ
イ
ス
）を
交
付

す
る
義
務
を
負
う
。

●
ま
た
、イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
で
は
、仕
入
税

額
控
除
を
行
う
た
め
に
、原
則
と
し
て
、

帳
簿
へ
の
記
載・保
存
と
あ
わ
せ
て
適

格
請
求
書（
イ
ン
ボ
イ
ス
）の
保
存
が
必

要
と
な
る
。

国
税
庁
よ
り
公
開
さ
れ
て
い
る
資
料
等

に
よ
る
と
、
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
に
つ
い
て

は「
複
数
税
率
に
対
応
し
た
も
の
と
し
て

開
始
さ
れ
る
仕
入
税
額
控
除
の
方
式
」と

適
格
請
求
書
の
様
式

で
は
、
こ
の
適
格
請
求
書
発
行
事
業
者

が
発
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い「
適
格
請

求
書
」が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
で

あ
る
が
、
適
格
請
求
書
に
は
図
表
２
の
項

目
の
記
載
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
な
か
で
も
、
特
に
①
に
お
け
る
登

録
番
号
の
記
載
、
④
に
お
け
る
適
用
税

率
、
⑤
に
お
け
る
税
率
ご
と
の
消
費
税
額

に
つ
い
て
は
、
現
行
の
区
分
記
載
請
求
書

か
ら
追
加
で
記
載
が
必
要
と
な
る
事
項
と

な
る
。
さ
ら
に
は
、
⑤
の
消
費
税
額
に
つ

い
て
は
、
１
円
未
満
の
端
数
の
処
理
に
つ

い
て
、
切
捨
て
、
四
捨
五
入
等
納
税
者
が

適
用
す
る
任
意
の
方
法
と
さ
れ
る
一
方

で
、
１
件
の
適
格
請
求
書
に
つ
き
、
税
率

ご
と
に
１
回
の
み
端
数
処
理
を
行
う
と
さ

れ
て
い
る
点
に
つ
い
て
留
意
が
必
要
と
な

る（
１
件
の
請
求
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る

項
目
ご
と
に
消
費
税
を
計
算
し
、
端
数
処

理
を
し
た
う
え
で
、
そ
の
合
計
額
を
記
載

す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
な
い
）。

そ
の
他
の
事
項（
適
格
簡

易
請
求
書
、適
格
返
還
請

求
書
、修
正
イ
ン
ボ
イ
ス
）

今
回
の
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
を
複
雑
と
す

の
説
明
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
説
明
を
み

る
と
、
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
を
考
え
る
際

に
は
、「
仕
入
税
額
控
除
」、
す
な
わ
ち
請

求
書
を
受
け
取
る
側
と
し
て
の
対
応
が

フ
ォ
ー
カ
ス
さ
れ
て
し
ま
い
が
ち
に
感
じ

る
。一

方
で
、
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
に
お
い
て

は
、
こ
の
ミ
ラ
ー
と
し
て
の
請
求
書
発
行

側
と
し
て
の
対
応
も
当
然
必
要
と
な
る
。

本
章
で
は
、
イ
ン
ボ
イ
ス
方
式
の
基
本
的

事
項
に
つ
い
て
、
請
求
書
を
発
行
す
る
立

場
、
請
求
書
を
受
け
取
る
立
場
の
両
面
か

ら
解
説
を
す
る
。

請
求
書
を
発
行
す
る
側
と
し
て
の
ポ
イ
ン
ト

適
格
請
求
書
発
行
事
業
者

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
に
お
い
て
は
、
適
格

請
求
書
発
行
事
業
者
は
、
国
内
に
お
い
て

課
税
資
産
の
譲
渡
等
を
行
っ
た
場
合
、
そ

の
譲
渡
等
を
受
け
る
他
の
事
業
者
の
求
め

に
応
じ
て
、
原
則
と
し
て
適
格
請
求
書
を

発
行
す
る
義
務
を
負
い
、
ま
た
、
そ
の
適

格
請
求
書
を
保
存
す
る
必
要
が
あ
る（
新

消
法
57
の
４
）。

ま
た
、
こ
の
適
格
請
求
書
を
発
行
で
き

る
の
は「
適
格
請
求
書
発
行
事
業
者
」と
し

て
登
録
を
行
っ
た
者
だ
け
と
な
り
、
こ
の

「
適
格
請
求
書
発
行
事
業
者
」と
し
て
登

録
を
行
う
た
め
に
は
事
業
者
が
課
税
事
業

者
と
な
る
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
る
。
な
お
、

こ
の
適
格
請
求
書
発
行
事
業
者
の
登
録
申

請
受
付
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
と
お
り
、

２
０
２
１
年
10
月
１
日
よ
り
す
で
に
開
始

さ
れ
て
い
る
。
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特別 企 画

（図表２）　適格請求書の記載事項　

　適格請求書の様式は法令等で定められていないが、以下の記載事項を満
たす必要がある。

請求書
株式会社AAA御中

　貴社名
東京都XXXX

登録番号　TXXXXXXXXXXXXX

202X年XX月XX日
		
		  金額（税込）
商品Y　8%　　2点		 108円　216円
商品X　10%　 1点		 330円　330円
　　　　　　　　　    	        合計546円

		  8%対象（税込）216円
	 10%対象（税込）330円

		  8%消費税額　16円
	 10%消費税額　30円

適格請求書の記載事項
❶　登録事業者の氏名ま
たは名称および登録番
号

❷　課税資産の譲渡等を
行った年月日

❸　課税資産の譲渡等
に係る資産または役務
の内容（軽減対象資産
は「※」印等を付すこと
で明記）
❹　課税資産の譲渡等
の税抜価額または税込
価額を税率ごとに区分
して合計した金額およ
び適用税率
❺　税率ごとに区分した
消費税額等（1件の適
格請求書につき、税率
ごとに1回のみ端数処
理）

❻　書類の交付を受ける
当該事業者の氏名また
は名称

（図表３）　適格請求書発行事業者が交付する書類の種類

書類の種類 内容

適格請求書 課税売上一般について発行が求められる証憑

適格簡易請求書 小売業等の場合に発行が認められる簡易的な請求書

適格返還請求書 返品や値引き等による「対価の返還」の場合に交付が義務
づけられる証憑

修正インボイス
適格請求書発行事業者が発行した適格請求書や適格返還
請求書について、その記載事項に誤りがあった場合に交
付される証憑

その他（委託販売に
おける精算書等）

委託販売において、いわゆる媒介者交付特例を適用する
場合には、受託者は委託者に対して、精算書の交付が必
要となる

＊　一部の取引については特例として、適格請求書の交付が免除されるものがある（たとえば、３万円未
満の鉄道、バス、船舶の提供など）。

る
も
の
は
、
こ
の
適
格
請
求
書
に
求
め
ら

れ
る
記
載
要
件
だ
け
で
は
な
い
。
適
格
請

求
書
発
行
事
業
者
は
、
次
の
よ
う
な
書
類

の
発
行
も
可
能
で
あ
り
、
ま
た
交
付
を
す

る
必
要
が
あ
る
。

ま
ず
、
不
特
定
か
つ
多
数
の
者
に
課
税

資
産
の
譲
渡
等
を
行
う
特
定
の
事
業
に
お

い
て
は
、
適
格
請
求
書
に
代
え
、
書
類
の

交
付
を
受
け
る
事
業
者
の
氏
名
ま
た
は
名

称
な
ど
が
省
略
さ
れ
た
適
格
簡
易
請
求
書

の
交
付
が
可
能
と
な
る（
新
消
法
57
の
４

②
）。

ま
た
、
適
格
請
求
書
の
交
付
を
行
っ
た

適
格
請
求
書
発
行
事
業
者
が
、
売
上
の
対

価
の
返
還
等
を
行
う
場
合
に
は
、
適
格
返

還
請
求
書
を
交
付
す
る
義
務
が
課
さ
れ
る

（
新
消
法
57
の
４
③
）。

さ
ら
に
、
適
格
請
求
書
発
行
事
業
者
が

発
行
し
た
適
格
請
求
書
や
適
格
返
還
請
求

書
に
つ
い
て
、
そ
の
記
載
事
項
に
誤
り
が

あ
っ
た
場
合
は
、
こ
れ
ら
の
書
類
を
交
付

し
た
相
手
方
に
対
し
て
修
正
し
た
書
類

（
い
わ
ゆ
る
修
正
イ
ン
ボ
イ
ス
）を
交
付

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（
新
消
法
57
の
４

④
）。
逆
に
、
誤
り
が
あ
っ
た
請
求
書
に

つ
い
て
、
受
領
し
た
側
が
自
ら
訂
正
を
加

え
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
適
格
請
求
書
発
行
事
業

者
は
適
格
請
求
書
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
だ
け
で
な
く
、
適
格
返
還
請
求
書

等
、
こ
れ
に
関
連
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
書
類

の
交
付
を
す
る
義
務
を
負
う
こ
と
に
な
る

点
に
つ
い
て
留
意
が
必
要
と
な
る（
図
表

３
）。

請
求
書
を
受
領
す
る
側
に
お
け
る
ポ
イ
ン
ト

仕
入
税
額
控
除
の
要
件

次
に
請
求
書
を
受
領
す
る
立
場
に
お
け

る
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
の
ポ
イ
ン
ト
で
あ

る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
受
領
し
た
請
求

書
に
基
づ
い
て
、
仕
入
税
額
控
除
が
適
切

に
適
用
で
き
る
か
が
、
大
き
な
論
点
と
考

え
ら
れ
る
。
こ
の
点
、
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度

で
の
課
税
事
業
者
に
お
け
る
仕
入
税
額
控

除
適
用
の
要
件
と
し
て
は
原
則
と
し
て
、

適
格
請
求
書
な
い
し
は
適
格
簡
易
請
求
書

の
保
存
と
、
従
来
か
ら
必
要
と
さ
れ
て
い

る
帳
簿
へ
の
記
載
が
原
則
と
し
て
必
要
と

さ
れ
て
い
る（
新
消
法
30
）。
つ
ま
り
、
イ

ン
ボ
イ
ス
制
度
に
お
い
て
は
、
適
格
請
求

書
な
い
し
は
適
格
簡
易
請
求
書
の
保
存
が

な
い
場
合
、
課
税
仕
入
れ
で
あ
っ
て
も
、

原
則
と
し
て
仕
入
税
額
控
除
は
で
き
な
く

な
る
。
こ
の
場
合
、
仕
入
税
額
控
除
が
で

き
な
い
支
出
部
分
に
つ
い
て
は
、
仕
入
側

に
お
い
て
は
、 〝
持
ち
出
し
〟と
な
っ
て
し

ま
う
た
め
、
留
意
が
必
要
と
な
る
。

1

２

3

5

4

6
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帳
簿
の
み
保
存
の
特
例

前
述
の
と
お
り
、
適
格
請
求
書
な
い
し

は
適
格
簡
易
請
求
書
の
受
領
・
保
存
が
な

け
れ
ば
、
原
則
と
し
て
、
課
税
仕
入
れ
で

あ
っ
て
も
仕
入
税
額
控
除
が
適
用
で
き
な

い
。
一
方
で
、
請
求
書
の
交
付
・
受
領
が

実
務
上
難
し
い
取
引
に
つ
い
て
は
、
特
例

と
し
て
、
適
格
請
求
書
等
の
保
存
が
な
い

場
合
で
あ
っ
て
も
、
帳
簿
へ
の
記
載
の
み

を
要
件
と
し
て
仕
入
税
額
控
除
が
可
能
と

な
る
取
引
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
具
体
的

に
は
図
表
４
の
仕
入
れ
に
つ
い
て
は
、
帳

簿
へ
の
記
載
・
保
存
の
み
で
仕
入
税
額
控

除
が
可
能
と
さ
れ
て
い
る（
新
消
令
49
①
、

新
消
規
15
の
４
）。

な
お
、
こ
れ
ら
の
帳
簿
へ
の
記
載
・
保

存
の
み
で
仕
入
税
額
控
除
が
可
能
と
さ
れ

る
取
引
に
つ
い
て
は
、
帳
簿
に
、
帳
簿
の

み
の
保
存
で
仕
入
税
額
控
除
が
認
め
ら
れ

る
仕
入
れ
に
該
当
す
る
旨
を
記
載
す
る
等

の
、
通
常
の
帳
簿
記
載
要
件
に
お
け
る
記

載
事
項
に
追
加
し
て
、
記
載
が
必
要
と
な

る
事
項
が
存
在
す
る
た
め
、
留
意
が
必
要

と
な
る
。

経
過
措
置
の
取
扱
い

特
例
と
し
て
、
帳
簿
へ
の
記
載
・
保
存

の
み
を
要
件
と
し
て
仕
入
税
額
控
除
が
可

能
と
な
る
支
出
を
除
い
て
、
課
税
仕
入
れ

で
あ
っ
て
も
、
適
格
請
求
書
等
の
保
存
の

な
い
場
合
に
は
、
仕
入
税
額
控
除
が
不
可

能
と
な
る
点
に
つ
い
て
は
既
述
の
と
お
り

で
あ
る
。こ
の
た
め
、課
税
事
業
者
と
な
っ

て
い
な
い
事
業
者（
い
わ
ゆ
る
免
税
事
業

者
）か
ら
請
求
書
を
受
領
す
る
場
合
、
課

税
仕
入
れ
で
あ
っ
て
も
仕
入
税
額
控
除
を

行
う
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
と
な
る
。
た

だ
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
仕
入
側
、
売
上

側
双
方
に
お
い
て
、
大
き
な
影

響
を
及
ぼ
す
可
能
性
が
あ
る
た

め
、
経
過
期
間
の
取
扱
い
が
定

め
ら
れ
て
い
る（
図
表
５
）。

具
体
的
に
は
、
イ
ン
ボ
イ

ス
制
度
開
始
後
の
３
年
間

（
２
０
２
３
年
10
月
１
日
～

２
０
２
６
年
９
月
30
日
）に
つ
い

て
は
、
登
録
事
業
者
以
外
か
ら

の
仕
入
れ
で
あ
っ
て
も
、
課
税

仕
入
れ
で
あ
れ
ば
、
そ
の
消
費

税
相
当
分
の
う
ち
、
80
％
に
つ

い
て
は
仕
入
税
額
控
除
が
可
能

と
さ
れ
て
い
る（
20
％
分
に
つ
い

て
の
み
仕
入
税
額
控
除
が
不
可

能
と
な
る
）。
ま
た
、
そ
の
後
の

３
年
間（
２
０
２
６
年
10
月
１
日

か
ら
２
０
２
９
年
９
月
30
日
）に

つ
い
て
は
、
登
録
事
業
者
以
外

か
ら
の
仕
入
れ
で
あ
っ
て
も
、

課
税
仕
入
れ
で
あ
れ
ば
、
そ
の

消
費
税
相
当
分
の
う
ち
、
50
％

に
つ
い
て
は
仕
入
税
額
控
除
が

可
能
と
さ
れ
て
い
る（
50
％
分
に

つ
い
て
の
み
仕
入
税
額
控
除
が

不
可
能
と
な
る
）（
平
成
28
年
改

正
法
附
則
53
）。

な
お
、
こ
の
経
過
期
間
の
取

扱
い
を
受
け
る
た
め
に
は
、
次

の
対
応
が
必
要
と
な
る
。

（図表４）　帳簿への記載のみを要件として仕入税額控除が可能となる取引

ア　３万円未満の公共交通機関による旅客の運送
イ　適格簡易請求書の記載事項（取引年月日を除く）が記載されている入場券等が
使用の際に回収される取引
ウ　古物営業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの一定の古物の購入
エ　質屋を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの一定の質物の取得
オ　宅地建物取引業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの一定の建物
の購入
カ　適格請求書発行事業者でない者からの一定の再生資源および再生部品の購入
キ　３万円未満の自動販売機および自動サービス機からの商品の購入等
ク　適格請求書の交付義務が免除される郵便切手類のみを対価とする一定の郵
便・貨物サービス
ケ　従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等（出張旅費、宿泊費、
日当および通勤手当）

（図表５）　経過措置の概要

経
過
措
置
期
間

控
除
率

免税事業者等からの
課税仕入れにつき

全額控除可能

免税事業者等からの
課税仕入れにつき

80%控除可能

免税事業者等からの
課税仕入れにつき

50%控除可能
控除不可

2019年10月1日 2023年10月1日 2026年10月1日 2029年10月1日

軽減税率制度の
実施

適格請求書等
保存方式の導入

４年
３年

３年
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特別 企 画

ア　
区
分
記
載
請
求
書
等
と
同
様
事
項
が

記
載
さ
れ
た
請
求
書
等
の
保
存

イ　

経
過
措
置
の
適
用
を
受
け
る
旨

（
80
％
ま
た
は
50
％
控
除
の
特
例
を
受

け
る
課
税
仕
入
れ
で
あ
る
旨
）を
記
載

し
た
帳
簿
の
保
存

仕
入
税
額
控
除
を
行
う
た

め
に
必
要
と
な
る
そ
の
他

書
類

前
述
の
取
扱
い
の
他
、
い
く
つ
か
の
取

引
に
つ
い
て
は
、
仕
入
れ
を
行
っ
た
側
の

仕
入
税
額
控
除
の
要
件
と
し
て
別
段
の
定

め
が
あ
る
も
の
が
あ
る
。

た
と
え
ば
、
他
社
が
い
っ
た
ん
当
社
に

代
わ
っ
て
立
替
払
い
し
た
も
の
の
請
求
を

受
け
る
場
合
、
元
の
支
払
に
係
る
請
求
書

は
、
立
替
払
い
し
た
他
社
宛
に
発
行
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
た
め
、
こ
れ
を
そ
の
ま
ま

当
社
が
受
領
し
て
も
、
当
社
に
お
い
て
仕

入
税
額
控
除
の
た
め
の
適
格
請
求
書
保
存

の
要
件
を
満
た
す
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。

こ
の
場
合
、
元
の
適
格
請
求
書
の
写
し
の

他
、
立
替
払
い
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
よ

う
、
立
替
金
精
算
書
を
立
替
払
い
し
た
他

社
よ
り
受
領
す
る
こ
と
で
当
社
と
し
て
仕

入
税
額
控
除
が
可
能
と
な
る
。

ま
た
、
仕
入
先
か
ら
、
仕
入
先
が
作
成

す
る
請
求
書
を
受
領
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
仕
入
れ
を
行
っ
た

当
社
自
ら
、
仕
入
明
細
書
を
作
成
し
、
こ

の
仕
入
明
細
書
の
な
か
に
適
格
請
求
書
等

に
記
載
の
必
要
と
な
る
事
項
を
記
載
し
、

そ
の
内
容
に
つ
い
て
の
確
認
を
仕
入
先
よ

り
受
け
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
確
認
を
受

け
た
仕
入
明
細
書
を
適
格
請
求
書
と
し

て
、
仕
入
税
額
控
除
を
行
う
こ
と
が
で
き

る（
図
表
６
）。

（図表６）　仕入税額控除を受けるための証憑・帳簿パターン
証憑パターン 帳簿要件

登録事業者
仕入れ

適格請求書の受領 □課税仕入れの相手方の氏名または名称
□課税仕入れを行った年月日
□課税資産の譲渡等に係る資産または役務の内容（軽
減税率の対象資産は※印等で明記）

□課税仕入れにかかる支払対価の額
※現行制度から変更なし

適格簡易請求書の受領

支払通知書・仕入明細書
（適格）の交付

立替精算書（適格）の受領

免税事業者等
仕入れ

適格請求書以外（区分記
載請求書）

一部追加事項あり（免税事業者等の旨を記載、請求書
と帳簿間の金額訂正）

帳簿のみの
保存 ー 一部追加事項あり（帳簿のみの保存である旨を記載）

シ
ス
テ
ム
改
修
、業
務
フ
ロ
ー
の
見
直
し
等

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
対
応
の
た
め

の
実
務
上
の
検
討
ポ
イ
ン
ト

第２章
【
こ
の
章
の
エ
ッ
セ
ン
ス
】

●
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
の
影
響
は
、売
上
側
、

仕
入
側
双
方
に
広
範
に
生
じ
る
可
能
性

が
あ
り
、シ
ス
テ
ム
や
業
務
フ
ロ
ー
の

見
直
し
が
必
要
と
な
る
。

●	

売
上
側
の
観
点
で
は
、請
求
書
を
受
け

取
っ
た
取
引
先
が
仕
入
税
額
控
除
を
適

切
に
行
え
る
よ
う
、適
格
請
求
書
を
始

め
と
す
る
各
種
書
類
が
要
件
を
充
足

し
た
形
で
交
付
さ
れ
る
よ
う
な
シ
ス
テ

ム
対
応
が
必
要
と
な
る
。

●	

仕
入
側
の
観
点
で
は
、自
社
が
仕
入
税

額
控
除
を
適
切
に
行
え
る
よ
う
、適
格

請
求
書
発
行
事
業
者
へ
の
支
払
、非
登

録
事
業
者
へ
の
支
払
、特
例
に
よ
る
帳

簿
記
載
の
み
で
仕
入
税
額
控
除
が
で
き

る
支
出
等
を
区
分
し
て
処
理
を
す
る
必

要
が
あ
る
。

前
章
で
は
、
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
の
制
度

概
要
に
つ
い
て
、
基
本
的
な
部
分
を
説
明

し
た
。
こ
れ
ら
の
概
要
の
説
明
か
ら
も
想

像
で
き
る
と
お
り
、
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
の

影
響
は
、
売
上
げ（
販
売
）、
仕
入
れ（
購

買
、
経
費
）ま
た
は
会
計
処
理
、
税
務
処

理
と
い
っ
た
具
合
に
幅
広
く
生
じ
る
こ

と
が
想
定
さ
れ
る
。
こ
の
た
め
、
企
業
側

の
対
応
と
し
て
も
、
税
務
部
門
、
ま
た

は
経
理
部
門
と
い
っ
た
単
独
の
部
署
の
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み
で
の
対
応
は
難
し
く
、
横
断
的
な
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
の
体
制
を
構
築
し
て
対
応
し
て

い
く
必
要
が
あ
る（
図
表
７
）。

本
章
で
は
、
前
章
で
の
制
度
概
要
を
踏

ま
え
て
、
実
務
上
対
応
が
必
要
と
な
っ
て

く
る
と
考
え
ら
れ
る
ポ
イ
ン
ト
、
特
に
シ

ス
テ
ム
面
に
与
え
る
影
響
等
に
つ
い
て
言

及
を
す
る（
図
表
８
）。

売
上
側
対
応

適
格
請
求
書
発
行
の

シ
ス
テ
ム
対
応

売
上
げ（
販
売
）の
観
点
に
お
け
る
イ
ン

ボ
イ
ス
制
度
対
応
と
し
て
、
最
も
重
要
と

な
っ
て
く
る
点
が
、
発
行
さ
れ
る
請
求
書

が
適
格
請
求
書
の
記
載
要
件
を
充
足
し
て

い
る
か
と
い
う
点
と
な
る
。
こ
の
点
、
表

計
算
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
を
使
い
、
マ
ニ
ュ
ア

ル
で
請
求
書
を
発
行
し
て
い
る
企
業
で

は
、
請
求
書
の
作
成
を
行
う
担
当
者
に
適

格
請
求
書
の
記
載
要
件
等
を
正
し
く
理
解

し
て
も
ら
う
よ
う
な
レ
ク
チ
ャ
ー
や
、
マ

ニ
ュ
ア
ル
等
の
整
備
が
必
要
と
な
る
と
考

え
ら
れ
る
。
ま
た
、
販
売
系
の
シ
ス
テ
ム

よ
り
自
動
的
に
請
求
書
が
発
行
さ
れ
る
も

の
に
つ
い
て
は
、
適
格
請
求
書
の
記
載
要

件
を
満
た
す
形
で
請
求
書
を
発
行
で
き
る

も
の
で
な
け
れ
ば
、
要
件
を
満
た
す
形
で

請
求
書
が
発
行
さ
れ
る
よ
う
に
請
求
書
発

行
の
シ
ス
テ
ム
を
改
修
す
る
必
要
が
生
じ

る
。

ま
た
、
請
求
書
発
行
シ
ス
テ
ム
の
対
応

上
、
典
型
的
に
論
点
と
な
る
事
項
と
し
て
、

消
費
税
の
端
数
処
理
が
あ
る
。
前
述
の
と

お
り
、
請
求
書
に
記
載
さ
れ
る
消
費
税
額

に
お
い
て
は
、
1
円
未
満
の
端
数
処
理
に

つ
い
て
は
、
請
求
書
に
お
い
て
税
率
ご
と

に
１
回
の
み
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
た
め
、
現
状
の
シ
ス
テ
ム
上
、
消
費

税
計
算
は
細
分
化
さ
れ
た
項
目
ご
と
に
行

わ
れ
、
請
求
書
単
位
で
の
計
算
を
行
う
よ

う
に
な
っ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
シ
ス
テ
ム

上
の
対
応
に
つ
い
て
検
討
が
必
要
と
な
る
。

対
価
の
返
還
等
に
お
け
る

対
応

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
に
お
い
て
は
、
適
格

請
求
書
発
行
事
業
者
の
通
常
の
売
上
の
際

に
、
適
格
請
求
書
の
発
行
が
必
要
に
な
る

こ
と
は
当
然
で
あ
る
が
、
一
方
で
、
イ
ン

ボ
イ
ス
制
度
に
お
い
て
は
、対
価
の
返
還
、

減
額
、
お
よ
び
販
売
奨
励
金
等
の
支
払
の

際
に
も
適
格
返
還
請
求
書
の
交
付
が
必
要

と
な
る
。
ま
た
、
こ
の
適
格
返
還
請
求
書

に
も
、
適
格
請
求
書
同
様
に
記
載
が
必
要

と
な
る
事
項
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
た
と

え
ば
、「
売
上
に
係
る
対
価
の
返
還
等
の
基

と
な
っ
た
課
税
資
産
の
譲
渡
等
を
行
っ
た

年
月
日
」の
記
載
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。

よ
っ
て
、
適
格
請
求
書
の
み
な
ら
ず
、

対
価
の
返
還
等
が
あ
っ
た
場
合
の
、
適
格

返
還
請
求
書
に
つ
い
て
も
、
シ
ス
テ
ム
か

ら
発
行
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で

あ
れ
ば
、
要
件
を
満
た
し
た
テ
ン
プ
レ
ー

ト
で
適
格
返
還
請
求
書
が
発
行
さ
れ
る
の

か
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
。

委
託
販
売
、立
替
取
引
等

に
お
け
る
対
応

企
業
の
経
済
活
動
は
非
常
に
複
雑
、
多

様
化
し
て
お
り
、
既
述
の
典
型
的
な
売
上

取
引
の
み
な
ら
ず
、
委
託
販
売
に
お
い
て

請
求
書
を
発
行
す
る
場
合
や
、
い
っ
た
ん

立
替
払
い
を
し
た
、
立
替
金
の
請
求
と
し

て
請
求
書
を
発
行
す
る
ケ
ー
ス
も
想
定
さ

れ
る
。

こ
の
よ
う
な
場
合
、
た
と
え
ば
、
委
託

販
売
に
お
い
て
、
受
託
者
が
委
託
者
の
名

前
で
請
求
書
を
発
行
す
る
場
合
に
は
、
本

来
で
あ
れ
ば
、
適
格
請
求
書
に
は
、
売
上

を
認
識
す
べ
き
委
託
者
の
名
前
を
記
載
す

る
必
要
が
あ
る
た
め
、
適
格
請
求
書
の
要

件
を
充
足
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
た

だ
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
受
託
者
お
よ
び

委
託
者
の
双
方
が
適
格
請
求
書
発
行
事
業

者
で
あ
り
、
か
つ
、
受
託
者
か
ら
委
託
者

に
対
し
て
、
精
算
書
を
交
付
す
る
等
一
定

の
要
件
を
充
足
す
る
こ
と
で
、
受
託
者
が

適
格
請
求
書
を
交
付
で
き
る
と
さ
れ
て
い

る（
媒
介
者
交
付
特
例
）。
こ
の
た
め
、
委

託
販
売
の
受
託
者
と
し
て
請
求
書
を
発
行

す
る
場
合
に
は
、
自
社
が
発
行
す
る
請
求

書
が
適
格
請
求
書
の
要
件
を
満
た
し
て
い

る
こ
と
に
加
え
て
、
委
託
者
へ
精
算
書
を

交
付
す
る
必
要
が
生
じ
る（
適
格
請
求
書

の
写
し
も
交
付
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
精

算
書
の
み
の
交
付
で
足
り
る
ケ
ー
ス
も
あ

る
）（
新
消
令
70
の
12
①
③
）。

ま
た
、
他
社
の
た
め
の
立
替
払
い
を
し

て
い
る
場
合
に
は
、
当
社
が
い
っ
た
ん
支

払
っ
た
支
出
に
つ
い
て
、
立
替
を
受
け
る

者
に
対
し
て
、
立
替
金
の
請
求
書（
立
替

金
精
算
書
等
）を
発
行
す
る
こ
と
に
な
る

と
考
え
ら
れ
る（
ま
た
、立
替
払
い
を
行
っ

た
者
は
、
立
替
払
い
を
受
け
る
者
に
、
原

則
と
し
て
仕
入
先
か
ら
受
領
し
た
適
格
請

求
書
等
の
写
し
を
交
付
す
る
必
要
が
あ

る
。
た
だ
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
免
除
さ

れ
る
ケ
ー
ス
が
あ
る
）。

こ
の
よ
う
な
委
託
販
売
の
際
の
精
算
書

や
、
立
替
払
い
に
お
け
る
立
替
金
精
算
書

等
に
つ
い
て
も
、
委
託
元
で
の
正
確
な
消
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外部
取引先

（子会社
含む）

外部
得意先

外部取引先
（子会社

含む）

外部得意先

購買
システム

経費精算
システム 請求

システム

【適格】
請求書/領収書

______________
_______________
_______________

【適格】
 適格請求書
______________
_______________
_______________

【非適格】  
請求書/領収書

______________
_______________
_______________

【適格】 
返還請求書
______________
_______________
_______________

 適格請求書
___________________
___________________
___________________

 適格請求書
_________________
_________________
_________________

______ 適格返還
請求書

_________________
_________________
_________________

（図表８）　インボイス制度対応の主要なシステム改修事項

# システム改修事項(想定)
❶ 登録番号カラムの新設

❷ 非適格事業者からの仕入
れ(マスタ管理)

❸ 立替／ Not立替の切分&
書類発行

❹ 帳簿保存のみ仕入れ(科目
／アイテム定義)

❺ 記載事項の追加(登録番号
等)

❻ 端数処理方法の変更

❼ 記帳金額の修正(経過措置
対応)

❽ 帳簿設計の見直し

❾ 適格返還請求書の発行シ
ステムの新設

� 支払通知書等の記載事項
の追加

� 委託者の登録事業者マス
タ管理

� 連携データの見直し

� 適格請求書／ Not適格請
求書の出分

会計
システム

会計
システム

フロント
基幹システム

3

3

3

3

3

8

8

5

5

5

5

9

9

２

10

12

10

4

4

11

6

6

6

612

12

13

1

1

7

7

（図表７）　論点・課題のプロセスマッピング

仕入取引

売上取引

申告プロセス

適格事業者／非適格事業者からの仕入プロセスの整理

立替取引のプロセス整理

適格請求書の決定

適格返還請求書の出し方決定

帳簿設計と消費税検証方法

仕入先登録番号管理

税額計算方法

端数処理
(帳簿整合性)

外部仕入先

外部得意先・
グループ会社従業員

外部得意先 外部得意先

適格請求書
___________________
___________________
___________________

適格請求書
___________________
___________________
___________________

適格領収書
___________________
___________________
___________________

適格精算書
___________________
___________________
___________________

購買
システム

経費精算
システム 請求書発行

システム

会計システム

販売管理
システム

請求書発行
システム

税金システム

適格請求書
___________________
___________________
___________________適格返還請求書

___________________
___________________
___________________

端数処理(帳簿整合性) 端数処理(帳簿整合性)

税務申告書
___________________
___________________
___________________

非適格仕入等
の帳簿連携

フロント基幹
システム

適格請求書
___________________
___________________
___________________ 適格返還請求書

___________________
___________________
___________________
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費
税
の
認
識
や
、
立
替
払
い
を
受
け
る
側

で
の
仕
入
税
額
控
除
が
可
能
と
な
る
よ
う

に
、
必
要
な
事
項
を
記
載
す
る
必
要
が
あ

り
、
こ
れ
ら
を
シ
ス
テ
ム
上
で
発
行
し
て

い
る
の
で
あ
れ
ば
、
当
該
シ
ス
テ
ム
で
必

要
事
項
が
漏
れ
な
く
記
載
さ
れ
る
よ
う
な

対
応
が
必
要
と
な
る
。
特
に
、
こ
れ
ら
の

精
算
書
等
に
つ
い
て
は
、
通
常
の
売
上
に

係
る
請
求
書
と
一
緒
に
１
つ
の
書
類
と
し

て
交
付
さ
れ
る
ケ
ー
ス
も
多
い
と
思
わ
れ

る
。
そ
の
場
合
、
請
求
書
発
行
シ
ス
テ
ム

に
お
い
て
、
通
常
の
売
上
の
際
に
適
格
請

求
書
と
し
て
必
要
な
情
報
に
あ
わ
せ
て
、

委
託
販
売
の
精
算
書
、
立
替
金
精
算
書
に

お
い
て
記
載
が
必
要
と
な
る
事
項
に
つ
い

て
も
記
載
が
可
能
か
と
い
っ
た
点
の
確
認

が
必
要
と
な
る（
た
と
え
ば
、
立
替
金
精

算
書
で
あ
れ
ば
、
課
税
資
産
の
譲
渡
等
を

行
っ
た
者
の
登
録
番
号
等
の
情
報
に
つ
い

て
の
記
載
が
必
要
と
な
る
ケ
ー
ス
が
想
定

さ
れ
る
）。

そ
の
他
の
対
応

以
上
、
簡
単
に
で
は
あ
る
が
、
売
上
側

に
お
け
る
、
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
へ
の
対
応

と
し
て
生
じ
る
事
項
を
例
示
し
て
き
た

が
、
今
後
の
企
業
側
の
検
討
が
進
む
な
か

で
、も
ち
ろ
ん
こ
れ
ら
の
事
項
に
限
ら
ず
、

個
別
具
体
的
な
事
案
、
取
引
の
対
応
と
し

て
必
要
と
な
る
事
項
が
生
じ
て
く
る
こ
と

が
考
え
ら
れ
る
。

た
と
え
ば
、
先
に
触
れ
た
、
１
件
の
請

求
書
に
お
い
て
税
率
ご
と
に
１
回
の
み
行

う
消
費
税
の
端
数
処
理
で
あ
る
が
、
請
求

書
の
発
行
が
、
取
引
を
ま
と
め
て
月
次
で

行
わ
れ
る
よ
う
な
場
合
で
、
実
際
の
取
引

の
記
帳
の
単
位
と
異
な
る
よ
う
な
ケ
ー
ス

や
、
請
求
書
へ
の
記
載
に
お
け
る
消
費
税

計
算
の
ロ
ジ
ッ
ク
と
、
会
計
シ
ス
テ
ム
に

お
け
る
計
算
の
ロ
ジ
ッ
ク
が
異
な
る
場
合

（
請
求
書
に
お
い
て
は
、
税
抜
金
額
に
税

率
を
乗
じ
て
消
費
税
を
計
算
す
る
一
方

で
、
会
計
シ
ス
テ
ム
上
計
上
さ
れ
る
消
費

税
額
は
、
い
っ
た
ん
税
込
価
格
か
ら
割
り

戻
し
て
消
費
税
を
計
算
す
る
場
合
な
ど
）

に
は
、
請
求
書
記
載
の
消
費
税
額
と
会
計

上
計
上
さ
れ
る
消
費
税
額
と
に
差
異
が
生

じ
る
よ
う
な
ケ
ー
ス
も
想
定
さ
れ
る
。

ま
た
、
前
述
の
と
お
り
、
交
付
し
た
適

格
請
求
書
に
つ
い
て
は
保
存
の
義
務
を
負

う
こ
と
と
な
る
。
ま
た
、
立
替
金
請
求
を

行
っ
た
場
合
で
、
受
領
し
た
請
求
書
の
写

し
を
交
付
せ
ず
に
、
立
替
金
精
算
書
の
み

を
立
替
払
い
を
受
け
る
者
に
交
付
す
る
場

合
も
、
立
替
払
い
を
行
っ
た
者
は
元
の
適

格
請
求
書
等
の
保
存
が
必
要
と
な
る
。

こ
の
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
書
類
の
保
存

を
ど
の
よ
う
に
す
る
の
か
、
特
に
電
磁
的

記
録
と
し
て
の
保
存
を
行
う
の
で
あ
れ

ば
、
電
子
帳
簿
保
存
法
へ
の
対
応
と
あ
わ

せ
て
の
検
討
が
必
要
と
な
る
。

仕
入
側
対
応

受
領
し
た
適
格
請
求
書
の

確
認

仕
入
側
、
つ
ま
り
購
買
や
経
費
精
算
の

観
点
か
ら
の
対
応
と
し
て
、
ポ
イ
ン
ト
と

な
る
の
は
、
受
け
取
っ
た
請
求
書
に
よ
っ

て
、
適
切
に
仕
入
税
額
控
除
が
行
え
る
の

か
、
と
い
う
点
に
な
ろ
う
。
こ
の
点
、
イ

ン
ボ
イ
ス
制
度
で
は
、
仕
入
税
額
控
除
の

要
件
と
し
て
、
帳
簿
記
載
要
件
に
合
わ
せ

て
、
適
格
請
求
書
の
保
存
が
求
め
ら
れ

る
。
つ
ま
り
、
請
求
書
受
取
側
と
し
て
適

格
請
求
書
に
該
当
し
な
い
請
求
書
を
受
け

取
り
、
こ
れ
に
基
づ
き
仕
入
税
額
控
除
を

行
っ
て
し
ま
う
リ
ス
ク
が
考
え
ら
れ
る
こ

と
に
な
る
。
こ
の
た
め
、
仕
入
側（
請
求

書
受
取
側
）に
お
い
て
は
、
受
領
し
た
請

求
書
が
適
格
請
求
書
で
あ
る
か
を
確
認
の

う
え
、
仕
入
税
額
控
除
を
行
う
こ
と
が
考

え
ら
れ
る
。

一
方
で
受
領
し
た
請
求
書
が
適
格
請
求

書
で
あ
る
か
否
か
を
ど
の
よ
う
に
確
認
す

る
か
に
つ
い
て
は
、
企
業
に
お
い
て
は
悩

ま
し
い
問
題
で
あ
り
、
今
後
企
業
に
お
い

て
は
、
対
応
の
方
針
を
定
め
て
い
く
必
要

が
あ
る
と
考
え
る
。
ま
た
、
こ
の
受
領
し

た
請
求
書
が
適
格
請
求
書
で
あ
る
か
ど
う

か
の
確
認
に
関
連
し
て
、
適
格
請
求
書
発

行
事
業
者
の
情
報
に
つ
い
て
は
、「
国
税
庁

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
適
格
請
求
書
発
行
事
業

者
公
表
サ
イ
ト
」で
公
開
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
情
報
に
つ
い
て
は
、
一
定
の

フ
ァ
イ
ル
形
式
で
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
も
可
能

と
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
公
開
情
報
と

自
社
の
シ
ス
テ
ム
を
連
携
し
、
受
領
し
た

請
求
が
適
格
請
求
書
発
行
事
業
者
か
ら
実

際
に
発
行
さ
れ
た
も
の
か
ど
う
か
を
確
認

で
き
る
よ
う
に
シ
ス
テ
ム
構
築
す
る
こ
と

も
考
え
ら
れ
る
。

適
格
請
求
書
発
行
事
業
者

以
外
か
ら
の
仕
入
れ
に

お
け
る
対
応

前
述
の
説
明
の
と
お
り
、
イ
ン
ボ
イ
ス

制
度
開
始
後
、
特
に
経
過
期
間
に
お
い
て

は
適
格
請
求
書
発
行
事
業
者
以
外
の
者
が

発
行
す
る
請
求
書
に
つ
い
て
は
、
課
税
仕

入
れ
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
全
額
が
仕
入
税

額
控
除
の
対
象
と
は
な
ら
ず
に
、
そ
の
一

定
割
合
の
み
が
仕
入
税
額
控
除
の
対
象
と
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（図表９）　非登録事業者から資産を購入した場合の仕訳例

想定：インボイス制度開始後（2023年10月1日～2026年9月30日までの期間）に資産
（100）を購入した場合

①　いったん登録事業者からの仕入れと同様に10%で仮払消費税を計上したうえで、期末
調整等において仕入税額控除の対象とならない部分を雑損失等に振り替える

②　仕入税額控除の対象となる消費税相当分のみを仮払消費税として計上する

借方 貸方
資産
仮払消費税

100
10

現金 110

雑損失 2 仮払消費税 2

借方 貸方
資産
仮払消費税

102
8

現金 110

購入した資産が減価償却資産等
である場合、法人税申告において
税務調整が必要となる

会計処理を行う際に、消費税額の
うち、仕入税額控除の対象となる
部分のみを仮払消費税として計上

適格返還請求書の発行

請求書の保存方法の確認

立替金精算書、委託販売精算
書の発行

消費税額端数処理への対応

帳簿のみ保存で仕入税額控除
ができる支出への対応

請求書が適格請求書に該当する
のかの確認

適格請求書の発行 適格請求書発行事業者以外へ
の支払の対応

売上側の対応

共通対応事項

仕入側の対応

（図表10）　インボイス制度対応事項のまとめ

な
る
。
こ
の
た
め
、
登
録
事
業
者
以
外
か

ら
の
課
税
仕
入
れ
に
つ
い
て
は
、
適
格
請

求
書
発
行
事
業
者
か
ら
の
課
税
仕
入
れ
と

区
分
し
て
、
仕
入
税
額
控
除
の
対
象
と
な

る
消
費
税
額
を
計
算
す
る
必
要
が
生
じ

る
。こ

れ
は
、
適
格
請
求
書
発
行
事
業
者
以

外
か
ら
の
課
税
仕
入
れ
が
あ
っ
た
場
合

に
、
特
に
消
費
税
部
分
を
ど
の
よ
う
に
会

計
処
理
す
る
の
か
、
と
い
う
論
点
に
も
な

る
。
こ
の
よ
う
に
、
適
格
請
求
書
発
行
事

業
者
以
外
か
ら
の
課
税
仕
入
れ
に
つ
い
て

は
、
適
格
請
求
書
発
行
事
業
者
か
ら
の
課

税
仕
入
れ
と
異
な
っ
た
会
計
処
理
、
も
し

く
は
税
務
処
理
を
行
う
必
要
が
生
じ
る
。

よ
っ
て
、
適
格
請
求
書
発
行
事
業
者
か
ら

の
課
税
仕
入
れ
と
区
分
し
て
認
識
・
処
理

で
き
る
よ
う
に
、
た
と
え
ば
、
会
計
シ
ス

テ
ム
に
お
け
る
税
コ
ー
ド
等
を
見
直
す
等

の
対
応
が
考
え
ら
れ
る（
図
表
９
）。

 請
求
書
の
受
領
が
必
要
と

さ
れ
な
い
場
合

仕
入
側
の
対
応
と
し
て
、
こ
れ
以
外
に

も
留
意
す
る
事
項
が
あ
る
。
前
述
の
、
特

例
に
よ
り
帳
簿
の
み
の
保
存
で
仕
入
税
額

控
除
が
認
め
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
で
あ

る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
適
格
請
求
書

の
保
存
が
な
く
と
も
、
仕
入
税
額
控
除
が

可
能
と
さ
れ
て
い
る
が
、
一
方
で
、
帳
簿

記
載
要
件
に
つ
い
て
は
充
足
を
す
る
必
要

が
あ
る
。
こ
の
帳
簿
記
載
要
件
に
つ
い
て

は
、
適
格
請
求
書
等
の
保
存
が
必
要
な

ケ
ー
ス
と
同
様
の
要
件
が
求
め
ら
れ
て
い

る
が
、
こ
れ
に
加
え
て
、
次
の
記
載
が
必

要
と
さ
れ
て
い
る
。

・
帳
簿
の
み
の
保
存
で
仕
入
税
額
控
除
が

認
め
ら
れ
る
い
ず
れ
か
の
仕
入
れ
に
該

当
す
る
旨

・
仕
入
れ
の
相
手
方
の
住
所
ま
た
は
所
在

（
た
だ
し
、「
仕
入
先
の
相
手
方
住
所
ま
た

は
所
在
」に
つ
い
て
は
、一
定
の
取
引
に

つ
い
て
記
載
が
免
除
さ
れ
て
い
る
）

こ
の
た
め
、
帳
簿
の
保
存
の
み
で
仕
入

税
額
控
除
が
可
能
な
支
出
に
つ
い
て
も
、

こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
把
握
し
て
、
処
理
す

る
の
か
に
つ
い
て
の
、
業
務
フ
ロ
ー
お
よ

び
シ
ス
テ
ム
の
観
点
か
ら
の
検
討
が
必
要

に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
他

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
と
お
り
、
イ
ン

ボ
イ
ス
制
度
で
は
、
仕
入
税
額
控
除
の
要

件
と
し
て
、
原
則
と
し
て
、
適
格
請
求
書

な
い
し
は
適
格
簡
易
請
求
書
の
保
存
が
必

要
と
な
る
。
ま
た
、
適
格
請
求
書
発
行
事

業
者
以
外
が
発
行
す
る
請
求
書
の
場
合

も
、
経
過
期
間
の
適
用
を
受
け
る
た
め
に

は
、
区
分
記
載
請
求
書
相
当
の
請
求
書
の

保
存
が
必
要
と
な
る
。
こ
の
た
め
、
発
行

し
た
請
求
書
の
保
存
と
同
様
に
、
受
領
し

た
請
求
書
の
保
存
を
ど
の
よ
う
に
行
う
の

か
の
検
討
が
必
要
と
な
る
。

こ
こ
で
、
論
点
と
な
る
の
は
、
特
に
、

紙
で
受
領
し
た
請
求
書
等
を
ス
キ
ャ
ナ
で

取
り
込
ん
で
電
子
保
存
す
る
場
合
、
も
し

く
は
、
電
子
媒
体
で
受
領
し
た
請
求
書
を

保
存
す
る
場
合
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
電

子
帳
簿
保
存
法
の
対
応
が
必
要
と
な
る
。

こ
の
点
、
詳
細
は
次
章
に
譲
る
が
、
イ
ン

ボ
イ
ス
制
度
対
応
に
お
け
る
検
討
と
、
電

子
帳
簿
保
存
法
の
対
応
に
お
け
る
検
討
と

で
は
、
ど
の
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
、

ど
の
よ
う
に
帳
票
が
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
さ

れ
、
保
存
さ
れ
て
い
る
の
か
を
理
解
す
る

プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
、
重
な
る
部
分
が
あ

り
、
こ
れ
ら
を
同
時
に
検
討
す
る
企
業
も

多
い
と
考
え
ら
れ
る（
図
表
10
）。
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消
費
税
法
上
は
書
面
保
存
も
可
能
だ
が

適
格
請
求
書
等
の
保
存
の

電
帳
法
対
応
ポ
イ
ン
ト

第３章
【
こ
の
章
の
エ
ッ
セ
ン
ス
】

●
帳
簿
書
類
に
つ
い
て
電
子
帳
簿
保
存
法

対
応
を
図
る
際
に
は
、法
人
税
だ
け
で

な
く
消
費
税
へ
の
考
慮
も
行
っ
て
お
く

こ
と
が
重
要
で
あ
る
。特
に
消
費
税
に

つ
い
て
は
消
費
税
法
に
根
拠
規
定
が
独

自
に
定
め
ら
れ
て
い
る
部
分
が
多
く
、

ま
た
、イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
導
入
に
合
わ

せ
て
関
係
法
令
が
整
備
し
直
さ
れ
て
い

る
た
め
、条
文
の
正
確
な
理
解
が
必
要

で
あ
る
。

●
電
磁
的
記
録
に
関
し
改
ざ
ん
等
が
行
わ

れ
た
場
合
の
重
加
算
税
の
加
重
措
置
は

消
費
税
に
つ
い
て
も
適
用
が
あ
る
が
、

出
力
書
面
を
保
存
し
て
い
る
場
合
に
は

本
措
置
は
不
適
用
と
な
る
た
め
、そ
の

よ
う
な
対
応
は
リ
ス
ク
低
減
の
１
つ
の

方
法
と
な
る
。

冒
頭
に
述
べ
た
と
お
り
、
電
子
帳
簿
保

存
法
に
お
け
る
電
子
取
引
の
取
引
情
報

に
係
る
電
磁
的
記
録
の
保
存
に
関
し
て

は
、
２
０
２
１
年
度
の
税
制
改
正
に
お
い

て
、
従
来
認
め
ら
れ
て
い
た
出
力
書
面
等

に
よ
る
代
替
的
措
置
が
廃
止
さ
れ
る
こ
と

と
な
っ
た
が
、
改
正
か
ら
短
期
間
で
の
本

制
度
へ
の
対
応
が
困
難
と
な
っ
て
い
る
事

業
者
が
数
多
く
存
在
し
て
お
り
、
こ
う
し

た
事
業
者
の
実
情
に
配
意
す
る
た
め
、
２

年
間
の
宥
恕
措
置
が
設
け
ら
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
。

消
費
税
に
つ
い
て
い
え
ば
、
そ
の
保
存

の
有
無
が
税
額
計
算
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ

と
な
ど
が
勘
案
さ
れ
、
も
と
も
と
前
記
の

出
力
書
面
等
に
よ
る
代
替
的
措
置
の
廃
止

の
対
象
外
と
な
っ
て
い
た
た
め
、
今
回
の

宥
恕
措
置
は
直
接
的
に
は
関
係
な
い
が
、

多
く
の
事
業
者
に
お
い
て
は
消
費
税
の
電

子
帳
簿
保
存
法
対
応
は
法
人
税
の
電
子
帳

簿
保
存
法
対
応
と
平
仄
を
合
わ
せ
て
行
う

の
が
通
常
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
イ
ン
ボ

イ
ス
制
度
の
も
と
で
の
電
子
帳
簿
保
存
法

へ
の
対
応
は
ど
の
よ
う
に
図
っ
て
い
く
べ

き
か
、
特
に
こ
れ
か
ら
増
加
す
る
こ
と
に

な
る
で
あ
ろ
う
電
子
イ
ン
ボ
イ
ス
の
保
存

を
ど
の
よ
う
に
行
っ
て
い
く
か
に
つ
い
て

早
め
の
検
討
が
必
要
と
な
る
。

本
章
で
は
、
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
の
適
用

後
に
お
け
る
売
上
側
と
仕
入
側
の
消
費
税

に
係
る
帳
簿
書
類
等
に
つ
い
て
電
子
帳
簿

保
存
法
対
応
を
行
う
場
合
の
取
扱
い
に
つ

い
て
説
明
す
る
。

売
上
側（
適
格
請
求
書
発
行
事
業
者
）に

お
け
る
適
格
請
求
書
等
の
写
し
の
保
存

概　
要

適
格
請
求
書
発
行
事
業
者
は
、
適
格
請

求
書
、
適
格
簡
易
請
求
書
ま
た
は
適
格
返

還
請
求
書（
以
下
、「
適
格
請
求
書
等
」と
い

う
）を
交
付
し
た
場
合
に
は
そ
の
写
し
、

適
格
請
求
書
等
に
係
る
電
磁
的
記
録
を
提

供
し
た
場
合
に
は
当
該
電
磁
的
記
録
を
保

存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て

い
る（
新
消
法
57
の
4
⑥
）。

こ
れ
ら
の
保
存
期
間
に
つ
い
て
は
、
適

格
請
求
書
等
を
交
付
し
た
日
ま
た
は
電
磁

的
記
録
を
提
供
し
た
日
の
属
す
る
課
税
期

間
の
末
日
の
翌
日
か
ら
２
カ
月
を
経
過
し

た
日
か
ら
７
年
間
と
さ
れ
て
お
り
、
納
税

地
ま
た
は
そ
の
取
引
に
係
る
事
務
所
、
事

業
所
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
の
所

在
地
に
保
存
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る

（
新
消
令
70
の
13
①
）。

適
格
請
求
書
等
の
保
存

方
法

⑴　
適
格
請
求
書
等
を
書
面
で
相
手

先
に
交
付
す
る
場
合

適
格
請
求
書
等
を
書
面
に
よ
り
相
手
先

に
交
付
す
る
場
合
に
は
、
適
格
請
求
書
発

行
事
業
者
は
、
原
則
と
し
て
、
交
付
し
た

適
格
請
求
書
等
の
写
し
を
紙
で
保
存
す
る

こ
と
と
な
る
。
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特別 企 画

電
子
帳
簿
保
存
法
上
、
国
税
関
係
書
類

と
は
国
税
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
り

保
存
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ

れ
て
い
る
書
類
を
い
う
こ
と
か
ら
、
消
費

税
法
上
、
適
格
請
求
書
発
行
事
業
者
に
対

し
て
保
存
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
適
格

請
求
書
等
の
写
し
に
つ
い
て
も
、
電
子
帳

簿
保
存
法
の
ス
キ
ャ
ナ
保
存
制
度
の
対
象

と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
適
格
請
求
書
等

の
写
し
を
ス
キ
ャ
ナ
で
読
み
取
っ
た
電
磁

的
記
録
に
つ
い
て
、
ス
キ
ャ
ナ
保
存
の
要

件
に
従
っ
て
保
存
す
る
場
合
に
は
、
そ
の

電
磁
的
記
録
の
保
存
を
も
っ
て
適
格
請
求

書
等
の
写
し
の
保
存
に
代
え
る
こ
と
が
で

き
る（
電
帳
法
4
③
）。

ま
た
、
自
己
が
一
貫
し
て
電
子
計
算
機

を
使
用
し
て
作
成
し
て
い
る
適
格
請
求
書

等
に
つ
い
て
は
、
電
子
帳
簿
保
存
法
上
の

書
類
の
デ
ー
タ
保
存
制
度
の
対
象
と
な
り
、

国
税
関
係
書
類
の
デ
ー
タ
保
存
の
要
件
に

従
っ
て
保
存
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
適
格

請
求
書
等
に
係
る
電
磁
的
記
録
に
よ
る
保

存
を
も
っ
て
適
格
請
求
書
等
の
写
し
の
保
存

に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る（
電
帳
法
４
②
）。

⑵　
適
格
請
求
書
等
に
係
る
電
磁
的

記
録
を
相
手
先
に
提
供
す
る
場
合

消
費
税
法
上
、
適
格
請
求
書
等
に
係
る

電
磁
的
記
録
を
相
手
先
に
提
供
す
る
場
合

に
は
、
原
則
と
し
て
、
そ
の
電
磁
的
記
録

を
電
子
帳
簿
保
存
法
上
の
電
子
取
引
に
係

る
デ
ー
タ
保
存
の
要
件
に
従
っ
て
保
存
す

る
必
要
が
あ
る（
新
消
規
26
の
８
①
）。

な
お
、
消
費
税
上
は
、
適
格
請
求
書
等

に
係
る
電
磁
的
記
録
を
保
存
す
る
方
法
以

外
に
、
適
格
請
求
書
等
に
係
る
電
磁
的
記

録
を
紙
に
印
刷
し
て
保
存
す
る
こ
と
も
認
め

ら
れ
て
お
り
、
こ
の
場
合
、
整
然
と
し
た
形

式
お
よ
び
明
瞭
な
状
態
で
出
力
す
る
こ
と
が

必
要
と
さ
れ
て
い
る（
新
消
規
26
の
８
②
）。

仕
入
側
の
仕
入
税
額
控
除
に
お
け
る
帳
簿

お
よ
び
請
求
書
等
の
保
存

概　
要

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
の
も
と
に
お
い
て

も
、
仕
入
税
額
控
除
の
適
用
を
受
け
る
た

め
に
は
、
原
則
と
し
て
、
一
定
の
事
項
が

記
載
さ
れ
た
帳
簿
お
よ
び
請
求
書
等
の
保

存
が
必
要
と
な
る（
新
消
法
30
⑦
）。

帳
簿
の
保
存
方
法

仕
入
税
額
控
除
の
要
件
と
し
て
保
存
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
帳
簿
は
、
原
則
と
し

て
、
出
力
し
た
書
面
に
よ
り
保
存
す
る
必

要
が
あ
る
。

電
子
帳
簿
保
存
法
上
、
国
税
関
係
帳
簿

と
は
国
税
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
り

備
付
け
お
よ
び
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
帳
簿
を
い
う
こ
と

か
ら
、
消
費
税
法
上
、
仕
入
税
額
控
除
の

要
件
と
し
て
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

帳
簿
に
つ
い
て
も
、
電
子
帳
簿
保
存
法
上

の
国
税
関
係
帳
簿
の
デ
ー
タ
保
存
の
対
象

に
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、

こ
れ
が
自
己
が
最
初
の
記
録
段
階
か
ら
一
貫

し
て
電
子
計
算
機
を
使
用
し
て
作
成
さ
れ
て

い
る
場
合
に
お
い
て
、
国
税
関
係
帳
簿
の

デ
ー
タ
保
存
の
要
件
に
従
っ
て
保
存
さ
れ

て
い
る
と
き
に
は
、
そ
の
帳
簿
に
係
る
電

磁
的
記
録
の
備
付
け
お
よ
び
保
存
を
も
っ

て
そ
の
帳
簿
の
備
付
け
お
よ
び
保
存
に
代

え
る
こ
と
が
で
き
る（
電
帳
法
4
①
）。

請
求
書
等
の
保
存
方
法

⑴　
書
面
に
よ
り
請
求
書
等
の
交
付

を
受
け
る
場
合
等

適
格
請
求
書
発
行
事
業
者
等
か
ら
書
面

に
よ
り
請
求
書
等
の
交
付
を
受
け
る
場
合
、

原
則
と
し
て
、
交
付
さ
れ
た
請
求
書
等
を

そ
の
ま
ま
紙
で
保
存
す
る
必
要
が
あ
る
。

電
子
帳
簿
保
存
法
上
、
国
税
関
係
書
類

と
は
国
税
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
り

保
存
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ

れ
て
い
る
書
類
を
い
う
。
そ
の
た
め
、
消

費
税
法
上
、
仕
入
税
額
控
除
の
要
件
と
し

て
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
請
求
書
等

に
つ
い
て
も
、
電
子
帳
簿
保
存
法
上
の
ス

キ
ャ
ナ
保
存
制
度
の
対
象
に
含
ま
れ
る
こ

と
に
な
り
、
適
格
請
求
書
発
行
事
業
者
等

か
ら
書
面
に
よ
り
交
付
を
受
け
た
請
求
書

等
を
ス
キ
ャ
ナ
で
読
み
取
っ
た
電
磁
的
記

録
に
つ
い
て
、
ス
キ
ャ
ナ
保
存
制
度
の
要

件
に
従
っ
て
保
存
す
る
場
合
に
は
、
そ
の

電
磁
的
記
録
の
保
存
を
も
っ
て
請
求
書
等

の
保
存
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る（
電
帳

法
４
③
）。

⑵　
電
磁
的
記
録
に
よ
り
提
供
を
受

け
る
場
合
等

適
格
請
求
書
発
行
事
業
者
か
ら
適
格
請

求
書
等
の
交
付
に
代
え
て
、
適
格
請
求
書

等
に
係
る
電
磁
的
記
録
の
提
供
を
受
け
る

場
合
、
仕
入
税
額
控
除
の
適
用
を
受
け
る

た
め
に
は
、
そ
の
電
磁
的
記
録
に
つ
い
て
、

電
子
帳
簿
保
存
法
上
の
電
子
取
引
に
係

る
デ
ー
タ
保
存
の
要
件
に
準
ず
る
要
件
に

従
っ
て
保
存
す
る
必
要
が
あ
る（
新
消
法
30

⑦
⑨
二
、新
消
令
50
①
、新
消
規
15
の
5
）。

ま
た
、
仕
入
明
細
書
等
に
つ
い
て
も
、

電
子
帳
簿
保
存
法
上
の
電
子
取
引
に
係
る
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デ
ー
タ
保
存
の
要
件
に
準
ず
る
要
件
に

従
っ
て
、
記
載
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的

記
録
を
保
存
す
る
こ
と
で
、
仕
入
税
額
控

除
の
た
め
の
請
求
書
等
の
保
存
要
件
を
満

た
す
こ
と
に
な
る
。

な
お
、
消
費
税
法
上
は
、
請
求
書
等
に

係
る
電
磁
的
記
録
を
保
存
す
る
方
法
以
外

に
、
請
求
書
等
に
係
る
電
磁
的
記
録
を
紙

に
印
刷
し
て
保
存
す
る
こ
と
も
認
め
ら
れ

て
お
り
、
こ
の
場
合
、
整
然
と
し
た
形
式

お
よ
び
明
瞭
な
状
態
で
出
力
す
る
こ
と
が

必
要
と
さ
れ
て
い
る（
新
消
規
15
の
5
②
）。

と
こ
ろ
で
、
保
存
が
必
要
な
請
求
書
等

の
記
載
事
項
は
、
一
の
書
類
だ
け
で
記
載

事
項
を
満
た
す
必
要
は
な
い
。
複
数
の
書

類
や
、
書
類
と
電
磁
的
記
録
に
つ
い
て
、

こ
れ
ら
の
書
類（
書
類
と
電
磁
的
記
録
）相

互
の
関
連
が
明
確
で
あ
り
、
適
格
請
求
書

の
交
付
対
象
と
な
る
取
引
内
容
を
正
確
に

認
識
で
き
る
方
法
で
交
付
さ
れ
て
い
れ

ば
、
そ
の
複
数
の
書
類
や
電
磁
的
記
録
を

す
べ
て
適
切
に
保
存
す
る
こ
と
で
、
そ
の

全
体
に
よ
り
適
格
請
求
書
の
記
載
事
項
を

満
た
す
こ
と
が
で
き
、
仕
入
税
額
控
除
の

た
め
の
請
求
書
等
の
保
存
要
件
を
充
足
す

る
こ
と
と
な
る
。 

電
磁
的
記
録
に
係
る
重
加
算
税
の
加
重
措
置

電
磁
的
記
録
に
係
る
重
加

算
税
の
加
重
措
置
の
概
要

電
子
デ
ー
タ
に
よ
る
保
存
は
、
紙
に
よ

る
保
存
に
比
し
て
、
複
製
・
改
ざ
ん
行
為

が
容
易
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
痕
跡
が
残

り
に
く
い
と
い
う
特
性
に
も
鑑
み
て
、
こ
う

し
た
複
製
・
改
ざ
ん
行
為
を
未
然
に
抑
止

す
る
観
点
か
ら
、
２
０
２
１
年
度
税
制
改

正
に
よ
り
、
電
子
帳
簿
保
存
法
上
、
ス
キ
ャ

ナ
保
存
制
度
に
係
る
電
磁
的
記
録
ま
た
は

電
子
取
引
の
取
引
情
報
に
係
る
電
磁
的

記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
に
関
し
改
ざ
ん

等
が
行
わ
れ
た
場
合
に
は
、
重
加
算
税
を

10
％
加
重
す
る
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
。

電
子
帳
簿
保
存
法
に
お
け
る
電
子
取
引

の
取
引
情
報
に
係
る
電
磁
的
記
録
の
保
存

は
、
所
得
税（
源
泉
徴
収
に
係
る
所
得
税

を
除
く
）と
法
人
税
に
係
る
も
の
が
対
象

と
な
る
が
、
消
費
税
法
に
お
い
て
も
同
様

に
、
相
手
先
と
電
磁
的
記
録
に
よ
り
授
受

さ
れ
た
適
格
請
求
書
等
に
係
る
電
磁
的
記

録
の
保
存
に
つ
い
て
、
電
磁
的
記
録
に
記

録
さ
れ
た
事
項
に
関
し
、
改
ざ
ん
等
が
行

わ
れ
た
結
果
生
じ
た
申
告
漏
れ
等
に
対
し

て
課
さ
れ
る
重
加
算
税
が
10
％
加
重
さ
れ

る
こ
と
に
な
る（
新
消
法
59
の
２
、
新
消

令
71
の
２
、
新
消
規
27
の
２
、
27
の
３
）。

対
象
と
な
る
電
磁
的
記
録
の
範
囲
は
図

表
11
の
と
お
り
で
あ
る（
新
消
規
71
の
２

①
）。電

磁
的
記
録
に
係
る
重
加

算
税
の
加
重
措
置
の

不
適
用

消
費
税
に
係
る
保
存
義
務
者
に
関
し

て
、
電
子
取
引
の
取
引
情
報
に
係
る
電
磁

的
記
録
に
つ
い
て
は
、
そ
の
保
存
の
有
無

が
税
額
計
算
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
な
ど

を
勘
案
し
て
、
出
力
し
た
書
面
に
よ
り
保

存
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
し
た

が
っ
て
、
電
磁
的
記
録
を
出
力
し
た
書
面

と
そ
の
電
磁
的
記
録
が
と
も
に
保
存
さ
れ

て
い
る
場
合
、
電
磁
的
記
録
に
つ
き
紙
出

力
し
た
書
面
を
保
存
し
て
い
る
と
き
に

は
、
電
磁
的
記
録
の
保
存
の
有
無
に
か
か

わ
ら
ず
、
本
措
置
は
適
用
さ
れ
な
い（
新

消
規
27
の
２
）。

（図表11）　電磁的記録に係る重加算税の加重措置の対象となる電磁的記録

イ　輸出物品販売場を経営する事業者が保存すべき一定の物品が非居住者によっ
て一定の方法により購入されたことを証する電磁的記録
ロ　仕入税額控除を受けるために保存すべき適格請求書発行事業者から提供を受
けた適格請求書等の記載事項に係る電磁的記録
ハ　仕入税額控除を受けるために保存すべき仕入明細書等および農協等の媒介者
から提供を受けた書類の記載事項に係る電磁的記録

ニ　適格請求書発行事業者が取引先に提供した適格請求書等の記載事項に係る
電磁的記録

ホ　承認送信事業者が保存すべき市中輸出物品販売場に提供した購入記録情報
へ　金または白金の地金の課税仕入れを行った者が保存すべきその相手方の本人
確認書類に係る電磁的記録

ト　適格請求書を媒介者が交付する特例の適用がある場合における当該媒介者が
保存すべき電磁的記録
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